
 

報告第３号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

  次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のように専決処分し

たので、同条第３項の規定により市議会に報告し、その承認を求める。 

 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

 

 

                     芦屋市長 髙 島  崚 輔   

  

 

 

 

記 

 

令和６年度芦屋市一般会計補正予算（第５号） 

 

処分理由 

 

新型コロナウイルスワクチン予防接種後に生じた疾病等が、当該予防接種を受け

たことによるものであると国が認定したことを受け、給付金を支給するための予算

を補正する必要が生じたが、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないこ

とが明らかであったため。 
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専決第３号 

 

 

 

令和６年度芦屋市一般会計補正予算（第５号） 

 

 

 

 別紙のように、令和６年度芦屋市一般会計予算を補正することについて、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

 

   令和６年１０月２１日 

 

 

 

                        芦屋市長 髙 島  崚 輔  
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   令和６年度芦屋市一般会計補正予算（第５号） 

 

 

 

  令和６年度芦屋市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ44,932千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ47,253,425千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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令和６年度一般会計補正予算（第５号）について

歳入歳出予算

当初予算額： 46,964,000千円

現計予算額： 47,208,493千円

補 正 額： ＋ 44,932千円

補正後予算額： 47,253,425千円 （＋289,425千円）

（補正額の内訳）

※ （ ）内は当初予算額からの増減額

新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金の追加 ＋ 44,932千円（＋ 0千円）

補 正 額：＋ 44,932千円（＋ 0千円）

※ （ ）内は市負担額（一般財源及び市債）
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【別紙】…前頁に係る歳出予算の補正内容

（単位：千円）

国・県 市債 その他 一般財源

新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金
の追加

合　計 ＋44,932 ＋44,932 ＋0 ＋0 ＋0

（注） 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金・市債以外の特定財源（寄附金及び特定目的基金等）を計上。

事　業　名 事 業 概 要 補正額
財源内訳

新型コロナウイルスワクチン予防接種後に生じた疾病等について、予防接種法第15条第1項
（予防接種健康被害救済制度）に基づき、当該予防接種を受けたことによるものであると国
が認定したことから、給付金を支給するもの。

対象者：1名
国の認定日：令和6年9月13日（県の通知日：令和6年10月4日）
給付金の内容：医療費、医療手当、死亡一時金、葬祭料

＋44,932 ＋44,932

衛生費‐保健衛生費‐予防費
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